
平成２７年９⽉に但⾺銀⾏様向け「ＴＫＣ会員事務所⾒学会」が開催され、さらなる連携を実現
することを⽬的に、平成２７年１１⽉５⽇(水)但⾺銀⾏神⼾ビルにて、阪神〜⻄播地域４７⽀店
⻑様向けに研修会が開催されました。司会は、⻄村和彦委員が務められ、その後、津⽥弘⼀⾦融
部会⻑からは「〜相互利益を享受できる連携を⽬指して〜」のテーマで講演いただき、また、こ
れまでに但⾺銀⾏様と連携してきた取り組みの事例について、⽀店⻑の⽅々に発表いただき、具
体的な連携イメージをご理解いただくとともに、共通の価値観を共有する場となりました。

神⼾営業法⼈部 ⼩⽊曽裕司部⻑代理
近畿兵庫会情報交換会・総会に出席し、
税理⼠のイメージが変わり、ＫＦＳの
活動に共感できたこともあり、ＴＫＣ
会計人と手を組んでみたいと感じ、今
回の⽀店⻑向け研修につながっていま
す。

寄藤弘樹⻄脇⽀店⻑
経営者保証ガイドラインについての税
理⼠・⾦融機関⽬線の違いを議論する
ことで、中小企業のために何ができる
のか考えるきっかけになり、社⻑がや
りたいことを評価して融資できたこと
に喜んでいただけた。

⾼杉俊輔箕⾕⽀店⻑
ＴＫＣ会員と連携できたことで、融資
先の社⻑とは、当初は壁もあったが、
今では、社員のことも話してくれるよ
うになり、経営者に変化が出始めたの
は、新しい気づきでした。

後藤宏徳加⻄⽀店⻑
今回の研修会で、税理⼠との具体的な連携
イメージがわかるようになった。今後は、
変化に対応しなければならないので、税理
士とも連携しなければならないし、決算書
とともに、書面添付、記帳適時性証明書に
ついても、確認していきたい。

ＴＫＣ会員事務所の業で
ある月次巡回監査、書面
添付、経営改善計画につ
いて説明され、企業経営
者に税理⼠が気づきを促
す⽀援を⾏っています。

①但⾺銀⾏様がメイン先で融資先の顧問税理⼠がＴＫＣ
会員であれば是⾮、実践アプローチをお願いします︕

②ＴＫＣ会員と会った時は、実践有無を確認いただき、
実践を進めてください︕

③すでに1件以上実践されているＴＫＣ会員の場合は、
もう1件実践を進めていただくようにお願いします︕

決算書だけで、粉飾、年⼀決算の⾒極めは困難だが、ＴＫＣ発⾏の「記帳適時性証明書」が月次決
算されているかを証明することで確認することができます。覚書を締結している他の⾦融機関では、
証明⼒があり、回収リスクの軽減にもつながるので、融資判断に利⽤され、かつ、⾦利⾯でも優遇
されています。
また、書面添付は⾯倒だからしないのではなく、⾯倒でもやることで、関与先が商売に専念できる
し、追徴リスクもないため、⾦融機関も回収リスクの軽減につながりますね。
ＦＸ２シリーズを利⽤すれば、経営計画との連動とモニタリングにより更に効果は倍増します。

ＴＫＣ会員との具体的連携事例


